
大阪市利用状況調査実施要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 大阪市は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促

進を図っていくことが求められているため、農地法第 30 条の規定に基づき、利用状況調査を実施

し、1遊休農地の実態把握と発生防止・解消、2農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取

り組むものとする。 

  

（実施時期） 

第 2 条 毎年 6月から 10 月頃を利用状況調査の実施時期として設定する。 

  

（趣旨の徹底） 

第 3 条 利用状況調査の実施にあたっては、調査者を集めた会議等を開催し、趣旨や実施方法につい

ての意思統一を図って実施するものとする。 

  

（実施の対象及び内容） 

第 4 条 利用状況調査は全ての農地を対象に、農業専門委員や農業団体等の協力を得て実施するもの

とする。 

なお、実施にあたっては、次の事項を主体的に実施する。 

（1）遊休農地および遊休農地のおそれのある農地の把握 

（2）農地法の許可（届出）案件の履行状況の確認 

（3）農地の違反転用の早期発見 

（4）相続税・贈与税納税猶予特例適用農地（以下、「納税猶予適用農地」という。）の営農状況の調

査・確認 

  

（実施方法） 

第 5 条  事前に準備した地図等を利用し、道路から目視で確認のうえ、雑草が繁茂しているなど遊休

化等が確認された場合は、利用状況の写真を撮り、その旨を地図等に記録するものとする。 

  

（調査結果の整理等） 

第 6 条 利用状況調査終了後は、調査実施者等による検討会議等を開催し、現状の課題を整理すると

ともに、事後指導の対応について検討するものとする。 

（1）遊休農地については、耕作の再開等の指導を行い、改善状況が認められない場合、農地法第 32

条の規定に基づく利用意向調査を行い、結果を農地台帳に記載する。なお、指導を行う際には、原

則として、利用意向調査書（様式 1）により行うものとする。 

（2）違反転用農地等については、農林水産省の定める「農地法関係事務処理要領」に基づく指導を行

うものとする。 

（3）納税猶予適用農地について、違反転用の事実を発見した場合及び農地法第 36 条第 1項各号のい

ずれかに該当するにいたった場合は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知するも



のとする。      

（4）農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、「農地に該当しない」と判断

し、「非農地通知書」を送付した土地については、「非農地通知一覧表」に管理し、農地台帳から削

除するものとする。 

  

（広報） 

第 7 条  事前に利用状況調査を実施する旨を大阪市ホームページ等で周知するものとする。 

  

（連絡・調整） 

第 8 条 利用状況調査の実施にあたっては、一般社団法人大阪府農業会議との緊密な連携、調整を図

るものとする。 

  

（その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

  

附 則 

この要綱は、平成 28 年 10 月 3日から施行する。 



 

 

 

利用意向調査書 

                              第     号 

平成  年  月  日 

  

          様 

 

大阪市長         

 

 

 下記農地について、大阪市農業専門委員と本市職員が農地法第 30 条の規定に基

づく利用状況調査を行い、現地で耕作状況等を確認しましたところ、肥培管理の状

況がおもわしくないなど、農業上の利用の増進が図られていない状況が見受けられ

ました。 

つきましては、農地法第 32 条第１項の規定に基づく利用意向調査を行いますの

で、別添の「農地における利用の意向について」に必要事項を記入の上、 月   

日までに同封の返送用封筒にて返送してください。 

 
 

記 

 

１ 農地の所在等 

所在・地番 地目 面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用状況 

 (1) 調査年月日 

 

 (2) 利用状況 

 

３ 留意事項 

  贈与税または相続税の納税猶予の適用を受ける農地が、以下のいずれかに該当す

る場合は、所轄税務署へ通知することになりますので、ご注意ください。 

 (1) 自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算して

６ヵ月を経過した日においても、その農業上の利用の増進が図られていないと

き。 

 (2) 自ら所有権の移転・賃貸借の設定を行う意思を表明した場合において、その表

明のあった日から起算して６ヵ月を経過した日においても、これらの権利の設定

又は移転が行われていないとき。 

 (3) 農業上の利用を行う意思がないとき。 

 (4) 本通知発出日から起算して６ヵ月を経過した日においても意思の表明がないと

き。 


